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決議通知（①通常版）

証券コード3101
2025年６月25日

株 主 各 位
大阪市北区梅田一丁目13番１号

代表取締役社長
兼社長執行役員 竹 内 郁 夫

報 告 事 項 １. 第167期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）事業報告、連結計算書類ならび
に会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第167期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、１株につき金40円と決定いたしました。

第２号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容につきましては、「定款一部変更についてのご案内」（３頁から５頁まで）をご
参照ください。

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に楢󠄁原誠慈、竹内郁夫、
酒井太市、相良誉仁、播磨政明、福士博司、髙瀬正子、神崎夕紀の８氏が選任され、それぞ
れ就任いたしました。なお、播磨政明、福士博司、髙瀬正子、神崎夕紀の４氏は社外取締役
です。

第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に田保高幸、入江昭彦、新免和久の３氏が選任
され、それぞれ就任いたしました。なお、入江昭彦、新免和久の両氏は社外取締役です。

第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に里井義昇氏が選任されました。

第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を月額35百万円
以内（うち社外取締役分５百万円以内）とすることが承認可決されました。

定時株主総会決議のお知らせ
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第167回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたの
で、お知らせ申しあげます。

敬　具

記
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第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を月額５百万円以内とすることが承認
可決されました。

第８号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額
設定の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の
付与のための報酬額を年額35百万円以内とすることが承認可決されました。なお、本制度
において、対象となる取締役に社外取締役は含まれません。

以　上

取 締 役 会 長 楢󠄁 原 誠 慈
代 表 取 締 役 社 長 竹 内 郁 夫
代 表 取 締 役 酒 井 太 市
取 締 役 相 良 誉 仁
社 外 取 締 役 播 磨 政 明
社 外 取 締 役 福 士 博 司
社 外 取 締 役 髙 瀬 正 子
社 外 取 締 役 神 崎 夕 紀
取 締 役 常勤監査等委員 田 保 高 幸
社 外 取 締 役 監 査 等 委 員 入 江 昭 彦
社 外 取 締 役 監 査 等 委 員 新 免 和 久

     

　第167回定時株主総会終了後開催の取締役会および監査等委員会の決議により、当社の取締役体制は下記
のとおりとなりました。

記

以　上

配当金のお支払いについて
　第167期の期末配当金は、2025年６月25日にお届出ご住所宛にご送付いたしました「配当金領収証」に
より、払渡期間（2025年６月26日から2025年７月31日まで）内にお受け取りください。
　また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比
例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご送付いた
しましたので、ご確認ください。
　なお、当社定款の規定により、2028年６月26日までにお受け取りがない場合、当社はその支払いの義務
を免れることになります。
　期間経過後は、お支払いいたしかねますので、お早めにお受け取りください。
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変 更 前 定 款 変 更 後 定 款
第１条～第３条 （条文省略） 第１条～第３条 （現行どおり）
第４条（機関）
　当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置
く。
１．取締役会
２．監査役
３．監査役会
４．会計監査人

第４条（機関）
　当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置
く。
１．取締役会
２．監査等委員会

（削除）
３．会計監査人

第５条～第17条 （条文省略） 第５条～第17条 （現行どおり）
第18条（取締役の定員）
　当会社の取締役は、14名以内とする。

第18条（取締役の定員）
　当会社の取締役は、15名以内とする。
　取締役のうち、監査等委員である取締役は、５名以内と
する。

第19条（取締役の選任）
　取締役は、株主総会の決議によって選任する。
　取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株
主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議
決権の過半数をもって行う。
　取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

第19条（取締役の選任）
　取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役
とを区別して、株主総会の決議によって選任する。
　取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株
主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議
決権の過半数をもって行う。
　取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

第20条（取締役の任期）
　取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす
る。

第20条（取締役の任期）
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとする。
　監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。但し、任期の満了前に退任した監査
等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員で
ある取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の
任期の満了する時までとする。

第21条（代表取締役及び役付取締役）
　取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
　取締役会は、その決議によって取締役又は執行役員の中
から社長１名を選定する。
　取締役会は、その決議によって取締役の中から取締役会
長１名を選定することができる。

第21条（代表取締役及び役付取締役）
　取締役会は、その決議によって取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）の中から代表取締役を選定する。
　取締役会は、その決議によって取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）又は執行役員の中から社長１名を選定
する。
　取締役会は、その決議によって取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）の中から取締役会長１名を選定するこ
とができる。

第22条～第23条 （条文省略） 第22条～第23条 （現行どおり）
第24条（取締役会招集の通知）
　取締役会を招集するには、会日の３日前までに各取締役
及び各監査役に対し招集の通知を発する。但し、緊急のと
きは、この期間を短縮することができる。
　取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手
続きを経ないで取締役会を開催することができる。

第24条（取締役会招集の通知）
　取締役会を招集するには、会日の３日前までに各取締役
に対し招集の通知を発する。但し、緊急のときは、この期
間を短縮することができる。
　取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ない
で取締役会を開催することができる。

定款一部変更についてのご案内
（下線は変更箇所を示しています。）
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変 更 前 定 款 変 更 後 定 款
第25条 （条文省略） 第25条 （現行どおり）

（新設） 第26条（重要な業務執行の決定の委任）
　当会社は、会社法第399条の13第６項の規定により、取
締役会の決議によって、重要な業務執行（同条第５項各号
に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に
委任することができる。

第26条 （条文省略） 第27条 （現行どおり）
第27条（取締役の報酬等）
　取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会
社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定
める。

第28条（取締役の報酬等）
　取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会
社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役と
それ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって
定める。

第28条 （条文省略） 第29条 （現行どおり）
第５章　監査役及び監査役会 （削除）

第29条（監査役の定員）
　当会社の監査役は、５名以内とする。

（削除）

第30条（監査役の選任）
　監査役は、株主総会の決議によって選任する。
　監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株
主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議
決権の過半数をもって行う。

（削除）

第31条（監査役の任期）
　監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす
る。
　任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された
監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時まで
とする。

（削除）

第32条（常勤監査役）
　監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定す
る。

（削除）

第33条（監査役会招集の通知）
　監査役会を招集するには、会日の３日前までに各監査役
に対し招集の通知を発する。但し、緊急のときは、この期
間を短縮することができる。
　監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ない
で監査役会を開催することができる。

（削除）

第34条（監査役会規則）
　監査役会に関する事項は、法令又は本定款に定めがある
もののほか、監査役会で定める監査役会規則による。

（削除）

第35条（監査役の報酬等）
　監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会
社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定
める。

（削除）

第36条（社外監査役の責任限定）
　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査
役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定
する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づ
く責任の限度額は、法令が規定する額とする。

（削除）

－ 4 －



2025/06/23 10:05:56 / 24182464_東洋紡株式会社_決議通知

決議通知（①通常版）

変 更 前 定 款 変 更 後 定 款
（新設） 第５章　監査等委員会
（新設） 第30条（常勤の監査等委員）

　監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を
選定することができる。

（新設） 第31条（監査等委員会招集の通知）
　監査等委員会を招集するには、会日の３日前までに各監
査等委員に対し招集の通知を発する。但し、緊急のとき
は、この期間を短縮することができる。
　監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経
ないで監査等委員会を開催することができる。

（新設） 第32条（監査等委員会規則）
　監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款に定めが
あるもののほか、監査等委員会で定める監査等委員会規則
による。

第37条～第40条 （条文省略） 第33条～第36条 （現行どおり）

以　上
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